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Ａ Ｅ Ｏ 制 度 シ ン ボ ル マ ー ク 制 定 に 伴 う 

「認 定 通 関 業 者 認 定 通 知 書 」 なら びに 

「特定保税承認者承認通知書」の更新について 

 

 

東京税関より認定及び承認を受け交付されている「認定通関業者認定通知書」

ならびに「特定保税承認者承認通知書」については、ＡＥＯ制度シンボルマー

クが印字された通知書に更新され、このたび同税関から交付されました。 

 

 

☆シンボルマーク基礎知識 

１．ＡＥＯシンボルマークは、ＡＥＯ制度の普及・認知度向上を目的に、 

財務省（関税局・税関）・ＡＥＯ事業者・関連団体が使用することを 

想定し、制定されたものです。 

２．シンボルマークデザインは、赤と白基調に日本（日の丸）をイメー 

ジし、ＡＥＯロゴを矢印表示にし円滑な国際物流の促進を表現してい 

ます。 

 

以 上 






	AEO認定通知書更新
	スキャン（認定通関業者認定書）
	スキャン（特定保税承認者承認書）

